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白石建設 平戸

ホームページ公開中!!
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家族サービスバーベキュー大会開催のお知らせ

暑中見舞い
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ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願い致します。 なお、緊急の際は、0950-20-0101 までご連絡くださ

夏季休暇のお知らせ

日 時

場 所

催 し

※予定している催しは、変更になる場合があります。

9/8（土）・9（日）
10：00～18：00
ｲｵﾝ大塔ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
【入場無料】 ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ有り

9/15（土）・16（日）
10：00～18：00
松浦道の駅（漁村体験学習施設）
【入場無料】

佐藤 正彦

【福岡】

西岡 美紀

【福岡】
新田 崇博

【佐賀】

松田 周作

【福岡】

9/15・16 参加建築家（3名）

高桑 圭輔

【福岡】

平田 浩之

【福岡】

京野 宏亮

【福岡】

9/8・9 参加建築家（6名）

山澤 宣勝

【福岡】
渋田 耕治

【福岡】
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http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/school/index2.html??rcpcd=701631school
http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/school/index2.html??rcpcd=701631school
http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/school/index2.html??rcpcd=701631school
http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/school/index2.html??rcpcd=701631school


 

    

　　

　

 
  

相続について 2

グラフは、世帯主の年代別１世帯当たりの資産額です。

一つ目の大きな特徴は、５０代以上の方で日本の財産の７０％以上を所有しているという事です。当然に３
０代・４０代の方々は、子供さんの教育資金や住宅ﾛｰﾝ等で資産形成まで至らないと思われます。勤労所得
の大部分はローン返済や日常の生活に費やされます。６０代以上になり教育資金や住宅ローンにメドがた
ち、退職金や保険の満期金などまとまった金額を手にすることで、資産形成がスタートしていきます。またこの
ころに相続による資産も発生する時期と思われます。つまり、日本では、長年コツコツと資産を形成するので
はなく、退職金や相続などで５０代後半から６０代にかけていっきに資産が形成される傾向にあります。

二つ目の特徴は、その資産の７０％以上が住宅や宅地などの不動産です。金融資産の４倍以上に当たりま
す。そしてその膨大な額の不動産という資産が相続を起点に世代間移転していくわけです。シニア世代から
次の世代へと時間をかけて受け継がれていくのです。

相続で一番揉めるのは、金額でなく遺産分割で
す。そして最も分割が難しいのが不動産です。で
すから不動産の相続に際し難しい問題が発生す
るのです。本来であればそのことについて早い段
階から対策をする必要があるのですが、多くの人
は何も備えが出来ていません。そして突然に相
続が発生して慌てだすのです。
次回は不動産の相続について考えてみましょう

（ 営業部 松﨑 ）

前回は、相続に関して多くの方が「自分の家ではおそらく揉め事など起こらない」とお考えであり、特段に対策な

どしていないという現状だという事をお話ししました。その理由の多くが「ウチはそれほど資産家じゃないから大丈

夫だ。」というものでした。それでは、皆さんはどれくらいの資産から相続税の納税義務が発生するかご存知で

しょうか？。

,

３,０００万円＋６００万円×相続人数
この金額は平成２７年の税制改正で定められた相続税の基礎控除額です。例えば、相続人が３人（奥様

と子供２人）の場合は４,８００万円以上の資産をお持ちの方は納税の義務が生じます。平成２７年の改正以

前は、「５,０００万円＋１,０００万円×相続人数」 でしたから相続税納税が発生する方は、かなり多くなった

わけです。平成２７年の司法統計年報（つまり平成２６年の実績）によりますと遺産分割事件の件数（審判

＋調停）は年間で１５，２６１件で増加傾向にあります。また、全体の約７５％が５，０００万円以下の遺産額

をめぐって争われています。この時点では、５，０００万円は相続税のかからない金額ですので、相続トラブ

ルは財産の多い少ないとはあまり関係ないようです。
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日本の財産構成には２つの大きな特徴があります。

集中豪雨・土砂災害等により、西日本を中心として、大きな被害が発生しました。自然災害の恐ろしさを改めて
痛感するとともに、被害にあわれた方々に心より、お見舞い申し上げます。
また、記録的な暑さの中で復旧作業にあたっていらっしゃる方々の様子をﾃﾚﾋﾞ・新聞等で見るたびに被災された
方々が1日も早く元の生活に戻れるよう、祈るばかりです。
国土交通省のホームページで災害の際の役に立つ内容が分かりやすくのっていましたので、紹介いたします。

自然災害について

（ 千円 ）

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=ja&biw=1231&bih=798&tbm=isch&tbnid=WE3g6kxHJFrRuM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fsoshiki%2F26%2F20140217-1.html&docid=bAra20NpsU5F9M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fuploaded%2Fimage%2F5970.png&w=382&h=857&ei=gYwNU8GnKYjRkwXp6YGgBQ&zoom=1&iact=rc&dur=578&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0CF8QrQMwAw
http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=ja&biw=1231&bih=798&tbm=isch&tbnid=WE3g6kxHJFrRuM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fsoshiki%2F26%2F20140217-1.html&docid=bAra20NpsU5F9M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fuploaded%2Fimage%2F5970.png&w=382&h=857&ei=gYwNU8GnKYjRkwXp6YGgBQ&zoom=1&iact=rc&dur=578&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0CF8QrQMwAw

